
　同和問題の早期解決をめざし、啓発活動を集中して行う月間です。
　多久市では、佐賀県が 8月に行う同和問題啓発強調月間にあわせて、同和問題講演会や同和問題啓
発パネル展、市報、行政放送など、あらゆる機会を通じて啓発活動を行います。

同和問題に対する市民意識
これまでの教育・啓発の成果や問題点を明らかにし、「差別のない明るい社会づくり」の基礎資料とするため、平
成30年度に「多久市民意識調査」を実施しました。

「よく知っている」（12.2％）、「少し知っている」
（71.7％）で、合わせると83.9％となっています。
「まったく知らない」と答えた人が14.6％いること
は、今後の啓発の方法等を考える参考になります。

　同和問題を正しく知ることから、あらゆる差別をなくし
ていく考えが生まれてきます。一人ひとりができることを
行動にうつしていくことが大切です。

人権標語募集中！
くわしくはHPへ

同和問題啓発強調月間とは？

あなたは同和地区と呼ばれ、そこに生まれ住む人たちや同和地区出身

　　の人たちが差別されていること（同和問題）を知っていますか。

８月は 佐賀県同和　問題啓発強調月間です

出前講座・企業研修

　市では、人権・同和問題の出前講座を
行っています。地域での寄り合いの場、老
人クラブの定例会、ＰＴＡの集まり、サーク
ル活動等の場に、参加者の人数を問わず、
ご希望の場所に伺います。
　また、企業での人権・同和問題の研修に
も講師を派遣します。講師料は無料です。

同和問題講演会　 8月20日㈫

演題　いのちをみつめて
　　　　～お芝居とおはなし～
講師　有馬理恵さん
開演　13時30分～15時30分（開場13時）
場所　中央公民館大ホール（入場無料）
　　　※手話・要約筆記あり

同和問題啓発パネル展
8月 1日㈭～ 7日㈬

場所　市役所１階市民ホール
※アンケートにお答えいただいた人に粗品進呈中!!

多久市同和問題啓発ポスター

　市民のみなさん
から応募いただい
た標語の優秀作品
の中から選考し、
作成しています。

DVD無料貸し出し
　市には人権・同和問
題に関するDVDがあ
ります。
　希望するDVDがな
い場合は、県などから
借りることもできます
ので、問合せください。

　この法律は、現在もなお部落差別が存在すると国が認め、部落差別をなくすために施行（2016年）されました。日本
国憲法の理念から、部落差別は許されないこと、解消することが重要な課題であることが示されています。

①部落差別は過去の問題ではありません
　部落差別はまだ解決しておらず、一日も早く解消
されなければならない重要な課題です。

②部落差別の解消はみんなの課題です
　部落差別は『差別される人』の問題ではなく『差
別する人』の問題です。一人ひとりが正しい理解と
認識を深めることが、部落差別のない明るい社会の
実現につながります。

③部落差別の解消は行政の責務です
　インターネット上で、差別を助長する情報が拡散
するなど、部落差別は潜在化、陰湿化しています。
　国や地方公共団体は、部落差別の解消に向けた効
率的な施策を行います。

④部落差別を受けた人への相談体制を確立します
　部落差別の被害者は、カミングアウトによる二次
被害を恐れ、相談を断念するケースが少なくありま
せん。国や地方公共団体は、的確に対応できる相談
体制を整備します。

⑤部落差別に重点をおいた教育・啓発を展開します
　同和問題は、世代を超えて引き継がれてきた日本
固有の人権問題であり、なくさなければならない深
刻な社会問題です。国や地方公共団体は、部落差別
に重点を置いた効果的な教育・啓発を行います。

⑥取り組みの効果を検証します
　国や地方公共団体は、これまでの部落差別を解消
するための取り組みや成果、問題点を検証し、今後
の指針とするための実態調査を行います。
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